
障がい者等の日常生活用具
給付品目が増えました

　各用具の概要や給付条件などの詳
細は、お問い合わせください。

※�自己負担額は基本的に基準額の１割
ですが、所得に応じて上限額が設定
されます。また、基準額を超える金
額は、購入者の自己負担となります。
��障がい者福祉課自立支援第１・２
係（内線3247～3259）

令和５年度福祉タクシー利用券
および自動車燃料費利用券

　在宅の重度心身障がい者の外出や
社会参加の機会を拡大するため、福
祉タクシー利用券または自動車燃料
費利用券を交付します。令和５年度
から、福祉タクシー利用券は１回の
乗車で２枚まで利用できます。
��市内在住で、障害者手帳の等級
が次のいずれかに該当する方

・身体障害者手帳　１～３級
・療育手帳　Ⓐ、A、B
・精神障害者保健福祉手帳１～２級
※�長期入院中の方、施設に入所してい
る方は対象外
��障がい者福祉課障がい者福祉係
（内線3243）／各総合支所社会
福祉係（  140／  
248／  142）

公共下水道供用開始のお知らせ
��菖蒲町三箇、栗橋北１丁目、伊
坂南１丁目、伊坂南２丁目、伊坂
南３丁目、西大輪、西大輪１丁目、
西大輪３丁目の各一部区域
��上下水道経営課下水道経営係（   
内線248）

地域生活支援事業の
自己負担上限月額等の改正

　障がい者等の地域生活支援事業
（移動支援事業・日中一時支援事業・
地域活動支援センター事業・訪問入
浴サービス事業・日常生活用具給付
等事業）において、所得に応じて設
定している自己負担上限月額の算出
方法や世帯の考え方を見直し、４月
１日から次のとおり改正します。
【自己負担上限月額】

【対象者の世帯の考え方】

��障がい者福祉課自立支援第１・２
係（内線3247～3259）

発達障がいの理解のために
　発達障がいは、生まれつき脳の働
きに違いがあり、人によってさまざ
まな特性が現れます。主に対人関係
やコミュニケーションを苦手とする
方などがおり、悩みや生きづらさを
感じることが多く、その方に合った
過ごし方の工夫や配慮が必要です。
　市では、４月から発達障がいに関
する啓発物の展示等を行うほか、４
月１日㈯～28日㈮に久喜総合文化会
館のエントランスロビーに設置され
ているイルミネーションをシンボルカ
ラーのブルーにライトアップします。

��障がい者福祉課自立支援第２係
（内線3251）

特別児童扶養手当・特別障害者
手当等の手当額が変わりました

【特別児童扶養手当】
◆支給額の変更（令和５年４月分から）

※改定後初めての手当支給は８月です。
【特別障害者手当等】
◆支給額の変更（令和５年４月分から）

※改定後初めての手当支給は５月です。
【共通】
　受給対象者が、次に該当する場合
は市へ届け出をしてください。
・�氏名、住所、振込先口座等が変わ
ったとき
・�障がいの程度が該当しなくなった
とき
・施設に入所したとき
・亡くなられたとき
・�病院または診療所に継続して３カ
月を超えて入院にいたったとき（特
別障害者手当受給者のみ）
・20歳になったとき
��障がい者福祉課障がい者福祉係
（内線3244）／各総合支所社会
福祉係（  140／  248／  
142）

市内循環バス停留所の名称変更
について（４月１日㈯～）

　市内公民館がコミュニティセンタ
ーに変わることに伴い、市内循環バ
スの停留所の名称が変わります。

��交通企画課交通企画係（内線
2631・2632）

追加する用具 基準額
盲人用血圧計（音声式） 9,700円
人工内耳用電池 月額2,500円
人工内耳用充電池およ
び充電器 44,100円

世帯 改正前 改正後
生活保護 無料 無料
非課税
世帯

収入に応じて自己
負担あり 無料

課税世帯 所得に応じて自己負担あり

改正前 改正後

18歳以上 世帯全員
で算出

本人および配偶
者のみで算出

18歳未満 世帯全員で算出

展示期間 場所
4/1㈯～7㈮ 本庁舎１階ロビー
4/8㈯～14㈮  １階ロビー
4/15㈯～21㈮  １階ロビー
4/22㈯～28㈮  １階ロビー

改定前 改定後
１級 52,400円 53,700円
２級 34,900円 35,760円

改定前 改定後
特別障害者手当 27,300円 27,980円
障害児福祉手当 14,850円 15,220円
福祉手当 14,850円 15,220円

変更前 変更後

東公民館東 久喜東コミュニティ
センター東

南公民館入口 久喜南コミュニティ
センター入口

中央公民館前 久喜中央コミュニテ
ィセンター前

清久コミセン・
西公民館入口

清久コミュニティセ
ンター入口

お知らせ
新型コロナウイルスの感染防止対策として、イベント等参加の際にマスクの着用・検温にご協力をお願いする場合があります。

市では児童生徒の安全対策を
実施しています

◆通学路の安全確保
・�平日15時～16時に、市内全域で市
職員が通学路巡回パトロールを実施
・�７時～８時30分のうちの１時間、通
学路の主要な交差点で交通指導員
による登校指導を実施
◆交通安全教育
・�市内小・中学校で、警察職員や交
通指導員等を講師として交通安全
教室を実施
◆不審者対策
・�市内全ての小学校に小学校安全監
視員を配置
・�学校敷地内に24時間稼働の防犯カ
メラを設置
・�防災行政無線による児童生徒への
帰宅呼びかけ放送
・�市内で不審者出没等の事案が発生
した場合、市ホームページやメー
ル配信サービス（安全・安心情報）、
市公式SNSで防犯情報を提供
��学務課学事係
（  内線325）

パスポート（旅券）の発給申請等
手続きの一部変更（３月27日～）
◆主な変更点
１　戸籍謄本の提出
　戸籍の確認が必要な方については、
戸籍謄本の提出が必要となります。（戸
籍抄本では受付できません。）
２　申請書（様式）の変更
　旅券発給は新しい様式で申請してく
ださい。（古い様式は使用できません。）
３　査証欄増補の廃止
　旅券の査証欄の増補は廃止されま
した。査証欄に余白がなくなった時
は、低額な費用で新たな旅券の発給
を受けることができます。
※�有効期間は元の旅券の残存有効期間
と同じとなります。
４�　旅券が未交付失効し、再度発給
を申請する際の手数料の変更
　３月27日以降に旅券を申請した方
で、発行後６カ月以内に受領せず当
該旅券が失効した場合、失効後５年
以内に再度旅券を申請する際の手数
料は、通常より高くなります。
��市民課（総合窓口）市民・パスポ
ート係（内線2664）

国民健康保険の届け出を
お忘れなく

◆会社等を退職された方へ
　退職等により社会保険・共済組合
等の資格を喪失し、健康保険の任意
継続をしていない方は、国民健康保
険加入の届け出が必要です。

  健康保険資格喪失証明書（用意
できない場合は、雇用保険離職票・
退職証明書など）

◆会社等に就職された方へ
　就職等により社会保険・共済組合
等に加入した方は、国民健康保険喪
失の届け出が必要です。届け出をし
ないと二重加入となり、保険税が引
き続き計算されます。

  新しく取得した保険証、国民健康
保険被保険者証

【共通】
  公的機関発行の顔写真付きの本
人確認書類、マイナンバーカード
（お持ちの方）
  国民健康保険�課保険税係（内線
3455）／各総合支所市民係（総
合窓口）（ �120／ �214／ �
127）

　住所や世帯主の変更などをする場合は、届け出が必要です。
※本人または同じ世帯の方が手続きできない場合は、委任状が必要です。

　　本人通知制度のお知らせ
　事前に登録した方の住民票の写しや戸籍謄本等が第三者に取得された場合、その事実をお知らせする
制度です。個人情報漏えいの被害を早期に食い止めるため、ぜひご登録ください。
� �市民課（総合窓口）市民・パスポート係（内線2667）、戸籍係（内線2669）／各総合支所市民係
（総合窓口）（ �127／ �204／ �123）

こんなとき いつから／いつまでに

市外から引っ越してきたとき 転入届 久喜市に住み始めてから14日以内

市外に引っ越すとき 転出届 転出予定のおおむね14日前から

市内で引っ越したとき 転居届 新住所に住み始めてから14日以内

世帯主の変更や世帯を
合併・分離したとき 世帯変更届 変更があった日から14日以内

引っ越しの際は住民異動届を忘れずに
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※公民館はコミュニティセンターに変わりました。
※郵便番号のみが記載されている場合は、所在地記入不要です。
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